
政
令
第

号

国
土
交
通
省
組
織
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
国
土
交
通
省
設
置

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

宅
地
の
耐
震
化
（
地
震
時
に
お
け
る
地
盤
の
滑
動
、
崩
落
又
は
液
状
化
に
よ
る
被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
に
行
う

宅
地
の
改
良
を
い
う
。
第
八
十
四
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
一
条
第
五
号
を
削
る
。

第
五
十
二
条
第
一
号
中
「
確
保
」
の
下
に
「
及
び
情
報
シ
ス
テ
ム
の
効
率
性
に
関
す
る
評
価
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。



三

国
立
国
会
図
書
館
支
部
国
土
交
通
省
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
十
条
第
一
号
中
「
方
策
」
の
下
に
「
（
建
設
業
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
専
門
工
事
業
者
（
主
と
し
て
土

木
一
式
工
事
又
は
建
築
一
式
工
事
を
請
け
負
う
建
設
業
者
以
外
の
建
設
業
者
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
同
条
第
二
号
中
「
下
請
契
約
」
の
下
に
「
（
発
注
者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
っ
た
建
設
業
者
が
注
文
者
と
な
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
十
四
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

宅
地
の
耐
震
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

「
総
務
課

第
百
六
十
四
条
第
一
項
中
「
次
の
二
課
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
、

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
五
課

航
空
戦
略
課
」

「
国
際
航
空
課

「
航
空
事
業
課

航
空
事
業
課

空
港
施
設
課

空
港
計
画
課

」
を
「
七
課
」
に
、

を

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
四
課
」
を
「
三
課
」
に

首
都
圏
空
港
課

空
港
技
術
課



環
境
・
地
域
振
興
課
」

空
港
業
務
課

首
都
圏
空
港
課
」

改
め
、
「
空
港
安
全
・
保
安
対
策
課
」
を
削
る
。

第
百
六
十
五
条
中
第
六
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

交
通
政
策
審
議
会
航
空
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
六
十
五
条
中
第
四
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
を
第
六
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
四

号
を
加
え
る
。

二

航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

三

航
空
局
の
所
掌
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

四

国
際
民
間
航
空
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

五

外
国
の
航
空
政
策
及
び
航
空
事
情
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
六
十
六
条
を
削
る
。



第
百
六
十
七
条
第
三
号
中
「
交
通
管
制
部
」
の
下
に
「
並
び
に
国
際
航
空
課
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第

五
号
中
「
設
置
及
び
管
理
」
を
「
運
営
の
改
善
」
に
、
「
及
び
他
課
」
を
「
並
び
に
空
港
業
務
課
及
び
首
都
圏
空
港
課
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
を
第
百
六
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
国
際
航
空
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
六
十
七
条

国
際
航
空
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
際
航
空
運
送
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

外
国
人
国
際
航
空
運
送
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

外
国
航
空
機
の
航
行
及
び
使
用
に
関
す
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

四

航
空
に
関
す
る
国
際
協
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
六
十
八
条
第
一
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
国
際
航
空
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第

三
号
を
削
る
。

第
百
六
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
空
港
計
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
六
十
九
条

空
港
計
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

空
港
等
（
成
田
国
際
空
港
、
関
西
国
際
空
港
、
中
部
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
を
除
く
。
）
の
整
備
に
関
す
る

計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

空
港
等
の
改
善
の
た
め
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
七
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
空
港
施
設
課
」
を
「
空
港
技
術
課
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

一

空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
技
術
に
関
す
る
こ
と
（
安
全
部
及
び
空
港
計
画
課
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
百
七
十
条
第
三
号
を
削
る
。

第
百
七
十
二
条
を
削
る
。

第
百
七
十
一
条
第
一
号
中
「
並
び
に
空
港
施
設
課
及
び
環
境
・
地
域
振
興
課
」
を
「
及
び
他
課
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百

七
十
二
条
と
し
、
第
百
七
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
空
港
業
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
七
十
一
条

空
港
業
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
空
港
等
を
活
用
し
た
地
域
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二

空
港
等
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
安
全
部
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
。

第
百
七
十
三
条
第
二
号
中
「
（
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前

各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
（
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）

」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

空
港
等
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

四

航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
航
空
機
の
強
取
、
破
壊
そ
の
他
の
航
空
に
関
す
る
犯
罪
の
防
止

の
た
め
の
対
策
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
七
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第
百
七
十
四
条

削
除

第
百
七
十
八
条
第
五
号
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
そ
の
他
の
」
を
削
り
、
「
航
空
保
安
用
電
気
通
信
施
設
」
の
下
に
「
及

び
航
空
灯
火
」
を
加
え
、
「
こ
れ
ら
」
を
「
航
空
保
安
用
電
気
通
信
施
設
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を

第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
百
八
十
一
条
第
一
号
中
「
航
空
保
安
無
線
施
設
そ
の
他
の
」
を
削
り
、
「
航
空
保
安
用
電
気
通
信
施
設
」
の
下
に
「
及

び
航
空
保
安
施
設
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
条
の
表
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
の
項
を
削
り
、
同
表
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日

以
下
同
じ
。
）
の
災
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

附
則
第
四
条
中
「
第
七
条
第
十
七
号
」
を
「
第
七
条
第
十
八
号
」
に
改
め
る
。



附
則
第
七
条
の
表
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
項
中
「

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
表
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
の
項
を
削
り
、
同
表
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

特
殊
土
壌
地
帯
の
災
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
国
土
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
土
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
の
表
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振

平
成
三
十
四
年

興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年

国
土
交
通
省
国
土
政
策
局

特
殊
土
壌
地
帯
対
策
分
科
会

三
月
三
十
一
日

法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一

地
方
振
興
課



項
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
五
条

（
交
通
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

交
通
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
八
項
中
「
国
土
交
通
省
航
空
局
航
空
戦
略
課
」
を
「
国
土
交
通
省
航
空
局
総
務
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

号
）
の
施
行

に
伴
い
、
国
土
交
通
省
組
織
令
及
び
国
土
審
議
会
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事

務
の
的
確
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
新
た
に
航
空
局
航
空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
部
に
国
際
航
空
課
を
置
く
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。


